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（公財）放射線影響協会が実施した「令和 2 年度原子力施設等防災対策

等委託費（低線量放射線による人体への影響に関する疫学的調査）事業

（契約書第 1 条で定めた委託業務題目）」の成果を取り纏めたものです。 

 



 

1 
 

令和２年度報告書目次 
 

Ⅰ．概  要                        ･･････････････････  2 

１．事業対象者に関する情報の更新等業務          ･･････････････････  2 

１．１ 事業対象者の被ばく線量に関する情報の更新    ･･････････････････  2 

１．２ 事業対象者の生死等に関する情報の更新      ･･････････････････ 2 

１．３ 事業対象者の死因情報の継続使用に関する手続き  ･･････････････････  2 

２．がん罹患情報の取得                  ･･････････････････  2 

３．疫学調査事業の課題と解析方針の検討          ･･････････････････  3 

 ３．１ 調査における緊急作業者の取扱い方針の検討    ･･････････････････  3 

 ３．２ 調査集団の設定方法と解析方法の検討       ･･････････････････  3 

４．委員会活動                      ･･････････････････  3 

５．本事業の理解促進活動                 ･･････････････････  3 

５．１ ホームページによる放射線疫学調査関連情報の周知 ･･････････････････  3 

５．２ 国内外の論文投稿・学会発表           ･･････････････････  3 

５．３ ニュースレター                 ･･････････････････  4 

５．４ 第Ⅵ期調査シンポジウム             ･･････････････････  4 

Ⅱ．事業内容                        ･･････････････････  5 

１．事業対象者に関する情報の更新等業務          ･･････････････････  5 

１．１ 事業対象者の被ばく線量に関する情報の更新    ･･････････････････  5 

１．２ 事業対象者の生死等に関する情報の更新      ･･････････････････  5 

１．３ 事業対象者の死因情報の継続使用に関する手続き  ･･････････････････ 11 

 ２．がん罹患情報の取得                  ･･････････････････ 11 

 ３．疫学調査事業の課題と解析方針の検討          ･･････････････････ 13 

 ３．１ 調査における緊急作業者の取扱い方針の検討    ･･････････････････ 13 

 ３．２ 調査集団の設定方法と解析方法の検討       ･･････････････････ 14 

４．委員会活動                      ･･････････････････ 16 

４．１ 放射線疫学調査 倫理審査・個人情報保護委員会  ･･････････････････ 16 

４．２ 放射線疫学調査 調査研究評価委員会       ･･････････････････ 17 

４．３ 放射線疫学調査 あり方検討会フォローアップ委員会 ････････････････ 18 

５．本事業の理解促進活動                 ･･････････････････ 19 

５．１ ホームページによる放射線疫学調査関連情報の周知 ･･････････････････ 19 

５．２ 国内外の論文投稿・学会発表           ･･････････････････ 20 

５．３ ニュースレター                 ･･････････････････ 21 

５．４ 第Ⅵ期調査シンポジウム             ･･････････････････ 22 

巻末参考資料                        ･･････････････････ 25 

 



 

2 
 

Ⅰ．概  要 

本年度は、平成 27 年度に策定した健康影響評価計画に基づき、調査対象者の生死等

情報の把握を行うとともに、令和元年度から利用が可能になったがん罹患情報を利用

するため「がん登録等の推進に関する法律」にもとづく手続きを行い、国立がん研究セ

ンターからリンケージデータを取得した。また、東京電力ホールディングス株式会社福

島第一原子力発電所の事故収束作業（以下、緊急作業と称する）に従事した作業者の取

り扱いについて検討するとともに、今後の解析方針について検討した。さらに本事業の

理解促進活動としては、平成 26 年度までに取得したデータをもとに解析した結果につ

いて学会発表、論文投稿等を行うとともに、ホームページ等により本疫学調査について

情報発信した。 

 

１． 事業対象者に関する情報の更新等業務 
１．１ 事業対象者の被ばく線量に関する情報の更新 

当協会放射線従事者中央登録センター（以下、中登センターという。）から 2019 年度

（令和元年度）までの被ばく線量情報等の提供を受け、データベースに反映した。 

 

１．２ 住民票の写し等の交付請求による調査対象者の住所地及び生死確認 

本年度は、29,980 人の調査対象者について生死追跡調査を行い、1,367 市区町村に対

し住民票の写し等の交付を請求し、全ての市区町村から計 29,980 人の調査対象者につ

いて住民票の写し等の交付を受ける等して回答を得た、データベースに反映した。 

 

１．３ 事業対象者の死因情報の継続使用に関する手続き 

統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 33 条規定に基づき、調査票情報の継続保有の申

請を行い、承認を受けた。 

 

２．がん罹患情報の取得 

   本事業では、第Ⅶ期を開始した平成 27(2015)年度から、放射線被ばくによる健康影

響、特にがん発生に及ぼす影響を評価する際、その評価指標としてがん罹患を用いる

こととしている。令和元年度に厚生労働大臣から許諾された 2016 年全国がん登録情

報に関して国立がん研究センターから対象事業者のがん罹患情報を取得し、放射線疫

学調査ファイルと合わせて利用するがん登録データベースを更新した。また、提供が

開始された診断年 2016-2017 年全国がん登録情報について、同様に令和２年 5 月利用

申請を行い、令和３年１月応諾された。その後、全国がん登録データベースとのリン

ケージを行い、がん罹患情報の更新を行った。 

また、がん罹患リスクの解析のためにがん罹患情報を活用するシステム構築、記録

線量から臓器線量への変換及び解析を効率的に行うためのシステム構築等、臓器線量

を活用した疫学調査解析システムの構築を行った。 
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３．疫学調査事業の課題と解析方針の検討 

３．１ 調査における緊急作業者の取扱い方針の検討  

第Ⅶ期の解析では福島第一原子力発電所事故に伴う緊急作業に従事した期間を含む

こととなるので、その影響を調べるため、調査集団に含まれる個々の緊急作業者に対し

て、緊急作業による被ばく形態を調査するため、内部被ばくの被ばく核種の推定を含め

て、外部被ばくと内部被ばくの内訳を調査し、調査集団に含まれる緊急作業者の緊急作

業線量を通常作業線量に合算することの影響について分析した。さらに、緊急作業者を

調査集団から除いた場合の実行可能性を調査するため、緊急作業者を含めないことに

より生じるバイアスの影響、予想される放射線リスクを分析した。これらの結果をあり

方検討会フォローアップ委員会および調査研究評価委員会において審議を行い、調査

集団に緊急作業者を含めて追跡を行い、緊急作業線量の評価方法について検討を進め

るという方針が了承された。 

 

３．２ 調査集団の設定方法と解析方法の検討 

第Ⅵ期調査におけるコホートの設定を受け、今後の調査における解析方針の検討を

行った。特に「放射線疫学調査のあり方に関する報告書」（平成 28 年 12 月）で示され

た解析の実行可能性について検討を行うことを目的として、傾向スコアマッチングに

よる調査集団の設定、マッチングに用いた変数毎のリスクの比較、多重代入法による調

整変数の補完と調整効果、新コホートにおける検出力、推定誤差等について検討した。 

   これらの結果をあり方検討会フォローアップ委員会および調査研究評価委員会に示

し、調査集団の設定方法と解析方針の検討について審議を行った。 

 

４．委員会活動 

本事業においては的確かつ円滑な実行を図る目的として、個人情報の取扱い及び疫学

研究に係る倫理的事項に係わる「放射線疫学調査 倫理審査・個人情報保護委員会」、並

びに調査研究計画、調査の実施、がん罹患情報の活用に係わる「放射線疫学調査 調査

研究評価委員会」を設置した。また、「平成 28 年度疫学調査あり方検討会」が策定した

報告書を踏まえ、「放射線疫学調査 あり方検討会フォローアップ委員会」を設置し、事

業の進捗状況の確認を行った。 

 

５．本事業の理解促進活動 
５．１ ホームページによる放射線疫学調査関連情報の周知 

調査結果等について広く周知し、事業対象者の協力を得るためにホームページ、放影

協ニュース等による情報発信を行った。 

 

５．２ 国内外の論文投稿・学会発表 

国内外の機関に積極的に引用される調査として専門家に認知されることを目的に、論

文投稿 7 編（共著論文 2 編を含む 5 編は公表済み、2 編は投稿中）を行うと共に学会発
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表 10 回を行った。 

 

５．３ ニュースレター 

インフォームド・コンセントを受けた全事業対象者約 8 万 2 千人に対して本調査の進

捗状況を周知するため、ニュースレターを作成し郵送した。 

 

５．４ 第Ⅵ期調査シンポジウム  

第Ⅵ期調査までで得られた成果についての理解促進を図るため、低線量放射線及び疫

学調査に関わるシンポジウムを開催し、コホート設定方法とコホート設定結果、疫学調

査事業を実施する上での今後の課題と解析方法について発表を行った。 
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Ⅱ．事業内容 
 

１．事業対象者に関する情報の更新等作業 

 

１．１ 事業対象者の被ばく線量に関する情報の更新 

    第Ⅵ期調査において設定されたコホート 78,798 人について、当協会放射線従事者

中央登録センター（以下、中登センターという。）から 2019 年度（令和 2 年度）ま

での被ばく線量情報等の提供を受けた。また同コホートの最初に従事した際の事前

登録に関する情報も提供を受け、被ばく線量情報と併せてデータベースに反映した。 

 

１．２ 事業対象者の生死等に関する情報の更新 

がん罹患調査、死因解析等のために、調査対象者の住所地及び生死の情報を可能な

限り最新の状態に保つ必要がある。調査対象者の住所地及び生死の確認（以下、「生

死追跡調査」という。）は、前年度に引き続き、個人情報保護に留意しつつ、全国の

市区町村（特別区及び政令市の行政区を含む。以下、同様。）から住民票の写し等を

取得することにより行い、その結果の集計及び放射線疫学調査ファイルの更新を行

った。 

 

（１）生死追跡調査 

本調査の健康影響評価計画を策定した平成 27 年度時点の住民基本台帳法におい

て、消除された住民票（以下、除票と言う。）の保存期限は 5 年と定められていたこ

とから、1 人の調査対象者について少なくとも 4 年に 1 度、住民票の写し等の取得

による生死追跡調査を行うこととしていた。一方、令和元年 6 月 20 日に同法が改

正され、住民票の除票の保存期間が従来の 5 年間から 150 年間に延びた。しかしな

がら、本調査においてはがん罹患データの取得において最新の住所情報が必要であ

ることから、今後も前年度までと同様に少なくとも 4 年に 1 度の取得を行う。 

本年度は平成 27 年度から実施している意思確認調査において、本疫学調査の対象

者となることに同意した 81,355 人のうち、29,980 人、について生死追跡調査を行

った。 

以下に、本年度の生死追跡調査の結果を報告する。 

 

１）住民票の写し等の交付請求及び取得 

ⅰ）住民票の写し等の交付請求 

本年度は、(a)本年度中に当該調査対象者についての直近の生死追跡調査から 4

年が経過する者（平成 28 年度の生死追跡調査で住民票の写しを取得した者のう

ち、平成 31 年度に交付請求を行わなかった者）及び 3 年が経過する者（平成 29

年度に住民票の写しを取得した者）の内の一部の者、(b)前年度（平成 31 年度）

の生死追跡調査において住民票の写し等の交付請求先の市区町村から他の市区
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町村への転出が判明した者並びに(c)前年度（平成 31 年度）またはそれ以前の生

死追跡調査において「該当者なし」等の理由で住民票の写しを交付されなかった

者の内、再調査を行うこととした者、新規調査対象者、並びに前年度（平成 31 年

度）までに実施した意思確認調査において郵送した説明資料が配達されずに協会

に返送された者の内、住所の再調査を行うこととした者、計 29,880 人の調査対

象者について、1,367 市区町村に対し住民票の写し等の交付を請求した。 

なお、本年度、住民票の写し等を請求した者には、前年度までに意思確認調査

に回答していなかった者及び同調査において本放射線疫学調査の調査対象者と

なることに同意しない旨の回答をした者は含まれていない。また、前年度までに

同意書が無いとの理由で住民票の写し等の交付を受けられなかった市区町村に

住所を持つ調査対象者については、意思確認書の写しを添えて、住民票の写し等

の交付請求を行った。 

本年度、住民票の写し等を請求した調査対象者の内訳は表１.１の通りである。 

 

ⅱ）住民票の写し等の取得 

ⅰ）の住民票の写し等の交付請求により取得した住民票の写し等及び取得できな

かった住民票の写しは、その内容により以下の通りの区分に分類し、整理している。 

①住民票の写しの取得（氏名、住所等が変更されていないもの） 

②住民票の写しの取得（氏名、住所等が変更されているもの） 

③除票の写しの取得（死亡による消除） 

④除票の写しの取得（転出（海外への転出を含む。）による消除） 

⑤住民票なし（「該当者なし」（調査対象者が当該の市区町村の住民ではなく、当該 

調査対象者の住民票が作成されていないことによる）のため） 

⑥住民票なし（住民票の消除後 5 年（保存期限）以上経過のため） 

⑦除票の写しの取得（不在住等の事由による市区町村長の職権による消除） 

⑧その他 

 

本年度は、住民票の写し等の交付を請求した 1,361 市区町村の全ての市区庁村か

ら、計 29,980 人の調査対象者について、住民票の写し等の交付等による回答を得

た。本年度に住民票の写し等の交付を請求した調査対象者について、取得した住民

票の写し等及び取得できなかった住民票の写し等の内訳は表１.２の通りである。

【巻末参考資料 ２７頁 表１.１参照】 
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表１.１ 本年度に住民票の写し等の交付を請求した調査対象者の内訳 

 

 請求の内訳 人数  

 (a) 前回住民票の写し注-1 27,929  

 (b) 前回転出除票の写し注-2 1,973  

 (c) 前回「該当者なし」等注-3 78  

 合計 29,980  
  

注-1 直近の生死追跡調査から 4 年が経過する者（平成 27 年度の生死追跡調査において住民票の写し

を取得した者のうち平成 31 年度に交付請求を行わなかった者）及び 3 年が経過する者（平成 29
年度に住民票の写しを取得した者）の内の一部の者の調査 

注-2 前年度（平成 31 年度）の生死追跡調査において他の市区町村への転出が判明した者の調査 

注-3 前年度（平成 31 年度）またはそれ以前の生死追跡調査において、「該当者なし」等の回答を得た

者の内の一部の者の再調査 

 

 

 

 

 

表１.２ 本年度に取得する等した住民票の写し等の内訳 

（令和 3 年 3 月現在） 

区分 人数 

住民票の写し ①② 27,764 

除票の写し（転出） ④ 1,301 
 内、国内の他市区町村への転出 1,294 
 内、海外への転出 7 

除票の写し（死亡） ③ 906 

該当者なし等 ⑤⑥⑦ 9 

不交付 0 

合計 29,980 
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２）生死追跡調査の状況 

平成 27 年度から実施してきた意思確認調査が本年度に終了することを受け、

次年度以降の生死追跡調査対象者について、放射線疫学調査ファイル（以下、

「疫学 DB」という）の状況とともに整理した。これまでの疫学 DB は全調査

対象者 277,128 人（男性 274,559 人、女性 2,569 人）から構成されており、そ

のうち生存が確認された対象者の一部について年度ごとに生死追跡調査を実施

し、その調査結果について疫学 DB を更新してきた。平成 27 年度から意思確認

調査を実施することにより、疫学 DB は新規に調査対象者となった 14,853 人

（男性 14,514 人、女性 346 人）を加えて 291,981 人（男性 289,066 人、女性

2,915 人）となった。今後の生死追跡の対象者はすべて本疫学調査の対象者と

なることに同意した者となるため、疫学 DB の内訳は令和 2 年 3 月現在で次の

通りとなった。(1) 生存者は 80,055 人（男性 79,218 人、女性 837 人）、(2) 死

亡者は 35,048 人（男性 34,956 人、女性 92 人）、(3)調査の結果追跡できなくな

った者は 140,632 人（男性 139,497 人、女性 1,135 人）となった。意思確認調

査において不同意の意思を表明した者、意思確認調査を実施できなかった者及

び回答がなかった者等が合わせて 92,110 人（男性 91,502 人、女性 608 人）で

あり、平成 15 年度から平成 21 年度までの間に実施した「説明と同意の確認」

調査において、本年度までに同意しない旨の回答をした者及び郵送した説明資

料が不達となり最終的な意思の確認がなされなかった者が 13,212 人（男性

13,024 人、女性 188 人）であった。なお、(4) 事業所に照会した時点で住所情

報が得られず、当初から生死追跡調査の対象とならなかった者は 36,246 人（男

性 35,395 人、女性 851 人）である。 

詳細は表１.３の通りである。【巻末参考資料 ２８頁 表１.２参照】 

 

３）住民票の写し等取得の年度推移 

全国の市区町村から住民票の写し等を取得することによる生死追跡調査を開

始して 30 年が経過した。その間に得た各年度の住民票の写し等取得実績の推

移を図１.１に示す。 

 

４）生死追跡調査における「脱落」等の発生 

ⅰ）追跡先住所不明 

住民票の写し等の取得による生死追跡調査において、市区町村から「該当者な

し」等という回答を受けた調査対象者の一部については、前年度までに取得し

た最新の住民票の写し等を当該市区町村に提示し、再度、住民票の写し等の交

付請求を行った。他市区町村への転出が判明した者については、次回の調査ま

でに除票の保存期間である 5 年を超えることのないよう、必要に応じて追加の

住民票の写し等の交付請求を行った。 

しかしながら、調査対象者が転出元又は転出先の市区町村で転出又は転入の
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手続きをしないこと等により、調査対象者の追跡先の住所が不明となることが

あるため、「脱落」が発生することがある。 

本年度は 9 人（本年度調査分の 0.03％）の「脱落」があった。 

 

ⅱ）海外転出 

海外への転出が判明した調査対象者については、以降の追跡が困難であるた

め、生死追跡調査を継続しないこととしている。 

本年度は 7 人（同 0.02％）の海外転出があった。 

 

ⅲ）住民票の写し等の不交付 

住民票の写しの交付制度等の見直しのために改正された住民基本台帳法が

平成 20 年 5 月に施行されたことにより、以降、市区町村の判断によっては、

住民票の写し等が交付されない可能性が生じた。住民票の写し等の請求先と

なった市区町村に対しては、本疫学調査の意義を説明すること等により、市区

町村の理解及び協力を得ることに努めているが、やむを得ず住民票の写し等

が交付されない場合は、当該の調査対象者の同意書を添付して交付請求を行

うこととしている。 

前述の通り、不交付はなかった。 

 

 

表１.３ 生死追跡状況（既存の調査対象者） 

 （令和 3 年 3 月現在） 

 追跡結果 人数 (男 女 )  

 (1) 生存  79,136 ( 78,301 835 )  

 (2) 死亡  35,954 ( 35,860 94)  

 (3) 脱落  140,635 ( 139,500 1,135 )  
 （脱落の内訳）   
 初回追跡時脱落注-1 24,655 ( 24,365 290)  
 住所不明等注-2 9,999 ( 9,953 46)  
 不同意注-3 12,480 ( 12,292 188)  
 郵便不達注-4 732 ( 732 0)  
 IC 不同意注-5 13,122 ( 13,006 116)  
 IC 郵便不達注-6 1,185 ( 1,164 21)  
 IC 未回答等注-7 77,794 ( 77,323 471)  
 不交付注-8 668 ( 665 3)  

 (4) 住所情報無し注-9  36,256 ( 35,405 851 )  

  合計  291,981 ( 289,066 2,915 )  

注-1 原子力事業者から入手した住所情報に基づいて初めて行う住民票の写し等の請求において、該当者なし、除

票の保存期間経過、職権消除等の理由で、住民票の写し等を取得できずに脱落した調査対象者の数 

注-2 一旦、住民票の写し等を取得した後の再調査において、該当者なし、除票の保存期間経過、職権消除、海外

転出等の理由により脱落した調査対象者の数 
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注-3 第 2 次交絡因子調査又は「説明と同意の確認」調査において、調査対象者となることに同意しない旨の回答

をした者の数 

注-4 「説明と同意の確認」調査において、郵送した説明資料が不達となり最終的な意思の確認がなされなかった

者の数 

注-5 「意思確認調査」において、不同意の意思を表明した者の数 

注-6 「意思確認調査」において、郵送した説明資料が不達となり最終的な意思の確認がなされなかった者の数 

注-7 「意思確認調査」において、回答がなかった者、回答に不備がある等で最終的な意思の確認がなされなかっ

た者の数 

注-8 市区町村の協力を得られなかったことにより、住民票の写し等を取得できなかった調査対象者の数 

注-9 原子力事業者から住所情報を入手できなかったため、当初から住民票の写し等の取得による生死追跡調査の

対象とならなかった者の数 

 

 

     

図１.１ 住民票の写し等の取得実績 

 

（２）放射線疫学調査ファイルの管理等 

本疫学調査の実施に当たっては、平成 11 年 3 月までに放射線業務従事者として登

録した者のうち調査対象者となった 277,128 人についての情報を収めたデータベー

スを、インターネット及び協会の計算機ネットワークから独立した計算機上に構築し

ている。このデータベースの管理のために開発した「放射線疫学調査に係る情報処理

システム」（以下、「情報処理システム」という。）により、年度毎に行う生死追跡調査

の対象者の抽出、市区町村長に提出するための住民票の写し等の請求書類の作成、交

付を受けた住民票の写し等の記載事項等の計算機への入力並びにデータベースに登
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録された情報の更新及び修正を行っている。 

本年度の生死追跡調査において入手した住民票の写し等の情報に基づき、29,980 人

の調査対象者について、データベースを更新した。そのうち、転居による住所の変更

又は氏名の変更があった者は 1,343 人、転出による住所変更があった者は 1,301 人、

死亡した者は 906 人、該当無し等により追跡できなかった者は 9 人であった。 

また、このデータベース及び情報処理システムについては、定期的に保守点検を行

うことにより、その正常維持を図るとともに、データのバックアップを定期的に又は

適宜行い、データを適正に保管している。 

 

１．３ 事業対象者の死因情報の継続使用に関する手続き 

統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 33 条規定に基づき、令和 2 年 3 月 26 日に調査

票情報の継続保有の申請を厚生労働省に対して行い、令和 2 年 3 月 27 日に承認を受け

た。これらの死因情報を用いて解析を行い、学会発表及び論文作成を行った。 

 

 

２．がん罹患情報の取得 

本疫学調査では、これまで主に、被ばく線量とがん死亡との関係を解析することで、低

線量放射線の健康影響を評価してきたが、医療技術の進展等に伴いがんの致死率（致命率）

が低下している現状を考慮し、健康指標として死亡だけでなく、がん罹患も調査すること

により、より精度の高い健康影響の評価を行う必要性が高まっている。一方、がん罹患情

報に関しては、一部の都道府県で地域がん登録制度があったものの、本疫学調査の対象者

は全国に所在しているので、全員を対象としたがん罹患情報の把握は困難であったが、平

成 28 年 1 月全国がん登録制度が発足した。これらの状況を鑑み、平成 27 年度からの調

査においては、放射線被ばくによる健康影響、特にがんの発生に及ぼす影響を評価する 

際、その評価指標としてがん罹患を新たに加えることとしている。 

平成 27 年度においては、全国がん登録制度に基づくがん罹患情報を活用するため、法

的根拠、申請手続、全国がん登録データベース届出項目、利用可能時期、疫学調査解析で

の利用法等について調査研究評価委員会において審議した。特に、調査対象者のがん罹患

情報の収集方法に関しては、収集項目等並びにがん罹患情報の保管及び管理のためのシ

ステム開発の要件定義として、全国がん登録データベースから提供を受ける項目を確認

した。 

平成 28 年度には全国がん登録データベース整備の進捗状況、利用手続マニュアル等の

整備状況、本疫学調査での利用可能時期等について調査研究評価委員会において審議し

た。また、がん罹患リスクの評価に用いる臓器線量構築について検討を行った。 

平成 29 年度においては、調査研究評価委員会において、全国がん登録データベースの

利用申請方法等について検討を行った。また、臓器線量構築検討会を設置し臓器線量への

変換方策等について検討した。 

平成 30 年度においては、調査研究評価委員会において、公開された 2016 年全国がん
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登録の概要について検討を行った。また、臓器線量構築検討会において、記録線量から臓

器線量への換算係数を構築した。 

令和元年度においては、提供が開始された診断年 2016 年の全国がん登録情報につい

て、法第 17 条第 1 項第 3 号の規定に基づき、利用申請を行い、承認後にリンケージを

行った【巻末参考資料 ３０頁 図２.１参照】。当協会は、省令により提供を受けることが

できる機関として定められており、法第 17 条第 1 項第 3 号の規定に基づいて、「非匿名

化情報」の利用申請を行った。調査研究評価委員会等において、公表された 2016 年全国

がん登録情報の精度、並びに疫学調査データベースと全国がん登録データベースのリン

ケージ結果データの集計方法等について検討を行った【巻末参考資料 ３０頁 図２.２参

照】。また、前年度の臓器線量構築検討会報告書に基づき、第Ⅴ期解析対象者について、

1957～2010 年の記録線量から臓器線量への試算を行った。 

 

２．１ 全国がん登録情報の更新 

診断年 2016-2017 年全国がん登録情報について、令和 2 年 5 月、当協会理事長から

厚生労働大臣あての全国がん登録情報の提供の申し出を、事前相談の上、国立がん研究

センターに対して行った。6 月にがん登録部会（web 開催）が開催され、8 月に審議継

続の審査結果を厚生労働大臣から受領した。次いで、10 月に利用と提供に関する審査

委員会（持ち回り）、11 月にがん登録部会が開催され、令和 3 年 1 月に応諾の通知を厚

生労働大臣から受け取った。その後、調査研究対象者と全国がん登録情報をリンケージ

するために、リンケージ用外部照合データ約 26 万件を作成し、国立がん研究センター

に送付した。リンケージの結果、がん罹患情報を付加したリンケージ結果データが提供

された。提供された情報に基づいてがん登録データベースを更新した。 

また、令和 2 年度においては、提供された全国がん罹患情報を疫学調査解析システム

に取り込んで、がん罹患を評価指標として放射線リスクを推計できるように、がん登録

データベースを導入した。 

 

２．２ 臓器線量の再構築等の活用方策について 

本疫学調査では、評価指標として従来の死亡に加え、平成 28 年に始まった全国がん

登録制度のがん罹患情報を利用することとしている。線量については、従来、記録線量

である個人線量当量をそのままリスク推定に用いていたが、放射線リスク評価の国際

比較可能性を高めるために、新調査では臓器線量を用いることとして、平成 29 年度及

び 30 年度に臓器線量構築検討会を設置した。平成 30 年度は、線量計レスポンスの試

験の実施、日本人成人男性モデルの臓器線量換算係数の推計、日本の原子力発電所にお

ける光子エネルギー、ジオメトリ分布に関する先行研究の調査を経て、2 年間の検討の

結果、記録線量から臓器線量への換算係数の構築方法をまとめ、検討会報告書をとりま

とめた。令和元度は、臓器線量構築検討会報告書の換算係数に基づき、第Ⅴ期解析対象

者について 1957～2010 年の記録線量から臓器線量への試算を行った。 

令和 2 年度においては、試算した臓器線量を用いて第Ⅴ期対象データの再解析を行
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い、喫煙の交絡に関する分析において、従来の記録線量を用いた結果と整合的であるこ

とを確認した。また、臓器線量構築検討会報告書で取りまとめた臓器線量換算係数を用

いて、14 種類の組織・臓器吸収線量を作成することによって、解析システムへの臓器

線量解析機能を追加した。 

 

 

３．疫学調査事業の課題と解析方針の検討 

 

３．１ 調査における緊急作業者の取扱い方針の検討 

本疫学調査は放射線業務従事者の職業被ばくによる健康影響を分析対象としている。

第Ⅴ期解析は観察期間 1991-2010 年であったので通常作業線量のみを分析対象として

いたが、第Ⅵ期以降の調査では、2011 年 3 月の福島第一原子力発電所事故に伴う緊急

作業に従事した期間を含むこととなった。一方、緊急作業線量は、通常作業線量とは線

量限度が異なり、また、内部被ばく線量を含んでいた。したがって、調査における緊急

作業者の取扱い方針を決定する必要があった。 

そこで、緊急作業線量の実務、評価等について専門家からのヒアリングを踏まえて、

緊急作業者及び緊急作業線量の取扱い方針の検討を行った。①中央登録センターのデ

ータベースにおける緊急作業線量の取扱いを整理した。第Ⅵ期解析対象者男性 77,993

人について、提供を受けた緊急作業データに関して、2010-2015 年度に線量記録をもつ

緊急作業者は 4068 人であった【巻末参考資料 ３１頁 図３.１、３.２参照】。②中央登

録センターへの定期線量報告では、実効線量（外部・内部線量の合算）のみが報告され

ている。一方、東京電力公表資料からは、内部被ばくは 2010-2011 年度にみられるこ

とが確認できた。③各種事故報告書より、水蒸気爆発に伴う放射性核種の放出により、

事故直後は I-131、Cs-137 等が高濃度であったため、吸入・摂取により内部被ばくを受

け、その結果 600mSv 近い線量評価もあることがわかった。一方で、内部被ばくは主

に I-131 摂取に伴うもので、甲状腺に集積することから、甲状腺吸収線量は大きくなる

が、本疫学調査でがんリスク推定の対象となる他の組織・臓器への影響は小さいことが

知られている。したがって本検討では、内部被ばくによるリスク係数への影響は無視し

た。④原子力事業者が、従事者指定解除を行った者について中登に報告した外部・内部

線量別被ばく履歴（俗称公文）を利用して、2010-2011 年度の個人別緊急被ばく線量を

外部・内部被ばく線量に分割推計した。 

取扱い方針の検討結果の要旨は以下のとおりであった。第一に、緊急作業線量が通常   

作業線量とは態様が異なるという理由で、緊急作業者を調査対象から除外する方法は

適切ではなかった。第Ⅵ期コホート(77,993 人)から高線量の者が多い緊急作業者を除

外すると、累積線量分布(2018 年度末)の高線量群のウェイトが小さくなり、分布の偏

りが生じた【巻末参考資料 ３２頁 表３.１参照】。また、第Ⅴ期追加解析(観察期間 1991-

2012 年)の ERR/Sv（白血病を除く全がん死亡）は、緊急作業者を除外すると 20%増加

し、リスク分析への影響が大きかった【巻末参考資料 ３２頁 表３.２参照】。 
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第二に、第Ⅵ期解析対象者の通常作業線量に緊急作業線量を加えても【巻末参考資料 

３３頁 表３.３、図３.３参照】、累積線量分布はほとんど変化せず、リスク分析には影

響を与えなかった。緊急作業線量のうち外部線量を通常作業線量に加えても第Ⅵ期対

象者の累積線量分布(2018 年度末)はほとんど変わらなかった【巻末参考資料 ３４頁 

図３.４参照】。これは、集団線量(1957-2018 年度)でみると緊急作業線量が占める割合

が 6.4%に過ぎなかったことによる【巻末参考資料 ３４頁 図３.５参照】。また、第Ⅴ

期追加解析(観察期間 1991-2012 年)の ERR/Sv（白血病を除く全がん死亡、累積線量の

ラグ 0 年）は、緊急作業線量を加えてもほとんど影響が見られなかった【巻末参考資料 

３５頁 表３.４参照】。以上から今後の方針として、緊急作業線量を通常作業線量に加

えた職業被ばく線量を用いてリスク解析を行うことが妥当であると結論付けた。 

この検討結果を、あり方検討会フォローアップ委員会および調査研究評価委員会に

おいて審議を行い、調査集団に緊急作業者を含めて追跡を行い、緊急作業線量の評価方

法について検討を進めるという方針が了承された。 

 

３．２ 調査集団の設定方法と解析方法の検討 

平成 28 年 12 月に策定した「放射線疫学調査のあり方に関する報告書」では以下の

とおり、調査対象集団の中にリスク探索を目的とした部分集団を設定する方針が示さ

れた。 

 

母集団のうち調査同意が得られた放射線業務従事者で構成される調査対象集団

（ 以後、コホート集団という） と、コホート集団のうち高線量（50mSv 以上）群を

基準として、放射線以外の要因をマッチさせた部分集団の 2 つの調査集団を設定す

る。前者は、放射線被ばくによる健康リスクと放射線放射線以外の生活習慣の要因に

よる健康リスクとの比較を行うことを目的とし 、後者は、放射線以外の要因に影響

されることなく小さい低線量放射線のリスクを探索することを目的とする。 

 

   同報告書において部分集団は 2 変数、例えば出生年と従事開始年度によるマッチン

グにより設定し、ERR/Sv の変化を検討した。しかしこの方法ではマッチングに用いた

2 変数以外の変数を考慮できないため、今年度は多くの変数を傾向スコアとして集約し

た傾向スコアマッチングを行った。 

   傾向スコアマッチングの対象者は第Ⅵ期で設定したコホート 77,993 人とした。50 

mSv 以上 1 人について 50 mSv 未満から 4 人を抽出するマッチングを行った。また、

マッチングに用いた変数は第Ⅵ期で実施した生活習慣等アンケート調査のすべての回

答、及び回答から算出できる喫煙指数、ボディマス指数等とした。マッチングの結果、

線量群間で出生年、喫煙等の分布を均一にするという点ではある程度成功したが、対象

者数は77,993人から26,280人と著しく減少した【巻末参考資料 ３６頁 図３.６参照】。 
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同報告書において部分集団を設定するとした根拠は、第Ⅴ期コホート 20 万人におい

て白血病を除く全がんで有意に高い ERR/Sv が見られ、モデルによる調整では有意性

が消失しなかったがマッチングでは消失し、これはマッチングで未知の交絡因子も調

整できたと考えたことによる【巻末参考資料 ３６頁 図３.７参照】。 

 

 ここでマッチングとモデルによる調整の比較に用いた出生年、従事開始年度、従事開

始年齢、雇用機関は、第Ⅴ期コホート 20 万人で使用可能であった変数である。マッチ

ングで ERR/Sv が下がったことは、未知の交絡因子も調整できた可能性もあるが、一

方で ERR/Sv の比較に用いた出生年等の変数が強いリスク因子ではなかったため、調

整効果（ここでは ERR/Sv を下げる効果）が弱かった可能性も考えられた。この検証の

ために第 2 次生活習慣等アンケート調査回答者を対象として、喫煙、教育年数を含め

て変数毎のがん死亡相対リスクの大きさを確認した。この結果、喫煙、教育年数では有

意差が見られたがマッチングに用いた変数では有意差が見られず【巻末参考資料 ３７

頁 図３.８参照】、同報告書において、モデルによる調整で ERR/Sv が下がらなかった

理由は、検討に用いた変数が調整効果の弱い変数であった可能性が示唆された。 

 

   この結果から、第Ⅴ期コホート 20 万人において、調整効果が大きい変数で調整でき

たならば ERR/Sv が十分下がった可能性が考えられた。図 3.8 に示すとおり、また、こ

れまでの解析結果から喫煙、教育年数は調整効果の大きい変数であることが分かって

いる。第Ⅴ期コホート 20 万人において喫煙データを有する者は 7.5 万人（37%）、教育

年数データを有する者は 4.3 万人（21%）であるため、これらのデータを有しない者に

ついては、多重代入法によりそのデータを補完した。補完に用いた変数は出生年、所属

事業所数、最終生死確認地（県）、従事開始年度、最新従事年度、2010 年度までの累積

線量、がん死亡フラグ（がんで死亡＝１、それ以外＝０）とし、作成疑似完全データセ

ット数は 10 とした。その結果、喫煙、教育年数とも補完前とほぼ等しい分布で補完で

きた【巻末参考資料 ３７頁 図３.９参照】。 

 

 喫煙、教育年数の補完後にそれらで調整した場合、白血病を除く全がんの ERR/Sv は

大きく減少し、喫煙で調整した場合、有意性は消失した【巻末参考資料 ３８頁 表３.

５参照】。 

 

   この結果から、マッチング導入の検討に用いた変数は、調整効果が不十分であったた

め、ERR/Sv が下がらなかった可能性が考えられた。調整により ERR/Sv が下がる理由

は累積線量と正の相関を形成していること、例えば喫煙では高線量群ほど高喫煙割合

となっていることである。第Ⅵ期で設定した新コホートにおいても高リスク群である

現在喫煙、教育年数が 1-9 年、10-12 年の群が累積線量との正の相関を形成しており

【巻末参考資料 ３８頁 図３.１０参照】、今後の解析において、十分な調整効果が期待

できる。 
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 新コホートにおいて ERR/Sv を原爆被爆者から得られた 0.35 と仮定した場合、2035

年度の検出力は 0.55、標準誤差は 0.2 と推測された【巻末参考資料 ３８頁 図３.１１、

３９頁 図３．１２参照】。 

 

   これらの結果は、原爆被爆者の調査で得られたリスク推定値との比較が可能となる

ことを示している。 

 

新コホートを対象とした今後の解析においては、モデルによる調整をメイン解析と

し、マッチングは補助解析と位置付けることが妥当と考えられた。 

 

 

４．委員会活動 

 

４．１ 放射線疫学調査 倫理審査・個人情報保護委員会 

 

（１）令和 2 年度第 1 回委員会（令和 2 年 12 月 2 日開催）議事 

委員会では以下の事項について報告し、指導を受けた。 

１）審議事項 

ⅰ）第Ⅶ期調査計画における「健康影響評価計画書」について（審議事項） 

２）報告事項 

ⅱ）韓国との共同研究について 

ⅲ）第Ⅵ期調査での調査対象者となることに同意した方へのニュースレターにつ

いて 

  議事） 

ⅰ）第Ⅶ期疫学調査計画の承認について 

第Ⅶ期調査を実施するにあたり第Ⅶ期の「健康影響評価計画書」の承認を委

員会から得る必要がある。 

第Ⅶ期調査は第Ⅵ期調査の延長にあるので、基本的な考え方の変更はないが、

計画書中の国内外の研究機関との共同研究で提供し合うデータについて「集団

データ」という表現ではなく、個人データに戻すことができないデータである

ことを明確にするために「統計データ」という表現を用いること。また、その

際に個人データに戻すことができないので、誤解を招かないように「個人を特

定できない」という表現は割愛することとの指導を受け、修正のうえ各委員の

確認を経て 12 月 28 日に委員長の裁可を得た。 

ⅱ）韓国水力・原子力発電会社（KHNP）との共同研究について 

KHNP からの提案により平成 30 年から実施可能性について検討してきた

KHNP の持つ韓国人のデータと協会の持つデータを使ったモンゴリアンを対
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象とした疫学調査について、韓国の個人情報保護法の改正に伴った KHNP が

保有するデータの一旦削除、ならびに再度入手の手続きが必要となり、現状で

は実施可能性が困難なことから一時凍結とすることを報告した。 

委員会からは承との判断と、引き続き新たな情報があれば提供することとの

指導を受けた。 

ⅲ）ニュースレターついて 

第Ⅵ期調査で調査協力を表明した約 8 万 2 千人のうち、死亡が確認されて

いる人、並びに新たな住所が確認できなかった人を除いた 8 万 380 名に調査

に協力いただけることになった人のプロファイルを取り纏めてニュースレタ

ーとして送付した。この対応状況について報告し、確認を受けた。 

 

４．２ 放射線疫学調査 調査研究評価委員会 

 

（１）令和 2 年度第 1 回委員会（令和 3 年 1 月 25 日開催）議事 

委員会では以下の事項について報告し、指導を受けた。 

１）審議事項 

ⅰ）本調査における緊急作業者の取扱い方針の検討 

ⅱ）調査集団の設定方法と解析方針の検討 

２）報告事項 

ⅲ）第Ⅵ期報告書シンポジウム 2020 の結果報告 

ⅳ）第Ⅵ期調査で調査協力に同意された方へのお知らせ 

ⅴ）がん罹患情報 2016-2017 の利用申請 

ⅵ）2020 年度公表済論文・学会発表 

ⅶ）韓国水力原子力発電会社（KHNP）との共同研究 

  議事） 

ⅰ）本調査における緊急作業者の取扱い方針の検討 

緊急作業者の取扱いについて、今後も調査集団に含めて追跡を行い、緊急作

業線量の評価方法について検討を進めること。 

ⅱ）調査集団の設定方法と解析方針の検討 

解析手法について「あり方検討会報告書」ではマッチングによる調整での解

析を行うとなっているが、検討の結果主解析としてモデルによる調整での解

析を行い、補助解析としてマッチングによる調整での解析を行うこととする。 

第Ⅴ期のデータでは生活習慣のデータに欠落が多く、マッチングでの解析

を行うとの方向性になったが、その際のデータについても今回の検討内容を

反映させるなど、引き続き補完を進めていただきたい。 

ⅲ）～ⅶ）については特に指摘事項等はなかった。 
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４．３ 放射線疫学調査 あり方検討会フォローアップ委員会 

 

（１）令和 2 年度第 1 回委員会（令和 2 年 11 月 17 日開催：メール審議） 

委員会では以下の事項について報告し、指導を受けた。 

報告事項 

ⅰ）福島第一原子力発電所での緊急作業従事者の取り扱いについて 

ⅱ）調査集団の設定方法と解析方針の検討 

ⅲ）第Ⅵ期成果報告会（放射線影響協会シンポジウム 2020）の開催について 

 

ⅰ）～ⅲ）について特に指導事項はなかった。 

 

（２）令和 2 年度第 2 回委員会（令和 3 年 2 月 5 日開催）議事 

委員会では以下の事項について報告し、指導を受けた。 

１）審議事項 

ⅰ）本調査における緊急作業者の取扱い方針の検討 

ⅱ）調査集団の設定方法と解析方針の検討 

２）報告事項 

ⅲ）第Ⅵ期報告書シンポジウム 2020 の結果報告 

ⅳ）第Ⅵ期調査で調査協力に同意された方へのお知らせ 

ⅴ）がん罹患情報 2016-2017 の利用申請 

ⅵ）2020 年度公表済論文・学会発表 

ⅶ）韓国水力原子力発電会社（KHNP）との共同研究 

  議事） 

ⅰ）本調査における緊急作業者の取扱い方針の検討 

 緊急作業従事者を含めて今後も追跡を行い、分析を行うということに異論は

なく、この方針をこの委員会の結論とする。 

厚生労働省の委託で労働安全衛生総合研究所が行っている放射線業務従事

者の健康影響に関する疫学研究（NEWS）と互いに情報交換していくこと。 

緊急作業線量の臓器線量への換算にあたって、ヨウ素やセシウムなどの預

託線量で評価された内部被ばく線量は、結果的に年度線量と同じと考えら、ま

た、外部被ばく線量で想定するエネルギー分布や角度分布が変わったとして

も、それほど大きな影響は与えないと考えられるが、何らかの検討は必要であ

る。 

ⅱ）調査集団の設定方法と解析方針の検討 

「調査集団の設定方法と解析方針の検討」ではモデルによる解析を主解析と

し、マッチングは補助解析として行うことを委員会の結論とする。 

今回のコホートはインフォームド・コンセントを行って同意を得た協力者

で生活習慣アンケートもしっかりあるので、データの欠損が少ないというこ
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とを丁寧に発信して誤解を招かないようにしていただきたい。 

ⅲ）～ⅶ）については特に指摘事項等はなかった。 

 

 

５．本事業の理解促進活動 

国際的な認知を得るため、本事業に伴う一連の調査を J-EPISODE (Japanese 

EPIdemiological Study On low-Doe radiation Effects) と命名し、その成果をホームペ

ージ上で周知するとともに、国内外の学術雑誌への投稿及び国際会議等で発表を行った。 

 

５．１ ホームページによる放射線疫学調査関連情報の周知 

 
 本年度は以下の更新を行った。 

 

更新日 更新内容 

2020 年 4 月 01 日 Health Physics への論文掲載の告知。 

4 月 07 日 保健物理への論文掲載の告知。 

5 月 12 日 Radiation Protection and Dosimetry への論文掲載の告知。 

6 月 23 日 調査に参加する皆様の全国がん登録情報の利用の更新。 

9 月 02 日 
第 VI 期報告書の掲載。 

同意確認調査終了の告知。 

10 月 22 日 
Radiation Protection Dosimetry への論文掲載の告知。 

日本放射線影響学会第 63 回大会、日本保健物理学会第 53 回 

研究発表会、第 93 回日本産業衛生学会の発表要旨の掲載。 

11 月 25 日 放影協シンポジウム 2020 開催の告知。 

2021 年 1 月 08 日 
新型コロナウイル スによる緊急事態宣言発令期間中の業務の

掲載。 

1 月 26 日 健康影響評価計画書の更新。 
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５．２ 国内外の論文投稿・学会発表 

 

国内外の機関に積極的に引用される調査として専門家に認知されることを目的に、

喫煙・食事等の生活習慣調査に基づいた交絡の解析（発表①、④、⑤、⑥及び論文②、

⑥）、第Ⅵ期調査における新規コホート設定の概要紹介（発表⑨）、記録線量から臓器線

量への変換に関する検討（発表⑦、⑧及び論文③、④）、全国がん登録情報の利用の概

要（発表⑩）、低線量率に焦点をあてた米国放射線業務従事者疫学調査の公開データの

再解析（発表③及び論文（共同研究）①）及び放射線疫学調査の専門機関として他機関

からの要請による国内外の放射線疫学調査の解説を行うなど（発表②及び論文⑤）、計

10 回の学会発表と 7 編の論文投稿を行った（論文①、②、③、④、⑤は掲載済み。⑥、

⑦は投稿中）。 

このうち、第Ⅴ期調査までに明らかになった種々の交絡を調整した解析については、

現在実施中の第Ⅵ期調査において全調査対象者に対する生活習慣調査を行っており、

今後も重点的に調査・発表を行う。また、記録線量から臓器線量換算係数の推計方法の

検討や、それに基づく臓器線量を用いた第Ⅴ期調査リスク推計の再解析への換算を今

後進めていき、これら推計方法と換算結果の発表を行う。 

 

（１） 学会発表                【巻末参考資料 ４０～４９頁 参照】 

① 放射線業務従事者における放射線と喫煙との交絡に関する時系列検討. 第 93

回日本産業衛生学会（Web 開催）. 2020.5.13 ポスター発表 

② 成人の白血病を対象とした各国の放射線疫学コホート研究の概要. 日本保健物

理学会 第 53 回研究発表会（Web 開催）. 2020.6.29（日本エヌ・ユー・エスと

の共同発表） ポスター発表 

③ 原子力作業者の循環器系疾患死亡率の線量率効果：ハンフォードデータの再解

析. 日本保健物理学会 第 53 回研究発表会（Web 開催）. 2020.6.29（電力中央

研究所との共同発表）ポスター発表 

④ 放射線業務従事者における放射線と喫煙、飲酒との関連：最新の生活習慣等ア

ンケート調査結果. 日本保健物理学会 第 53 回研究発表会（Web 開催）. 

2020.6.29 ポスター発表 

⑤ 原子力施設従事者の雇用機関、職種、時期別被ばく線量の状況：J-EPISODE 新

コホート. 日本保健物理学会 第 53 回研究発表会（Web 開催）. 2020.6.29 ポス

ター発表 

⑥ 日本の放射線業務従事者における放射線による健康影響への喫煙交絡：これま

でのがん死亡解析結果と今後の展望：Confounding of smoke to radiation 

health effects among Japanese nuclear workers : The previous results of 

cancer mortality analysis and future forecast. 日本放射線影響学会 第 63 回

大会（Web 開催）. 2020.10.15 ポスター発表 

⑦ 放射線業務従事者コホート J-EPISODE (追跡期間 1991-2010)の臓器吸収線量
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を用いた再解析：Reanalysis of the nuclear worker cohort J-EPISODE with 

follow-up period 1991-2010 using organ-absorbed dose. 日本放射線影響学会 

第 63 回大会（Web 開催）. 2020.10.15 ポスター発表 

⑧ Reanalysis of Cancer Mortality Risk in Association with Organ Absorbed 

Dose for Japanese Nuclear Workers 1991-2010. IRPA 15（ソウル、Web 開催）. 

2021.1.18 口頭発表 

⑨ Cohort profile of the Japanese epidemiological study on low-dose radiation 

effects (J-EPISODE). IRPA 15（ソウル、Web 開催）. 2021.1.18 ポスター発表 

⑩ 全国がん登録情報 2016 年分と J-EPISODE 原子力施設作業者コホートとのリ

ンケージ. 日本疫学会 第 31 回学術総会（Web 開催）. 2021.1.27 口頭発表 

 

（２） 論文                 【巻末参考資料 ５０～１０１頁 参照】 

① Effect of Radiation Dose Rate on Circulatory Disease Mortality among 

Nuclear Workers: Reanalysis of Hanford Data. Health Phys. 119(3), 280-288, 

2020.（電力中央研究所との共同執筆） 

② Direct Risk Comparison between Radiation and Smoking on Cancer 

Mortality among Nuclear Workers in Japan (J-EPISODE). Jpn. J. Health 

Phys. 55, 32-39, 2020. 

③ Conversion Factor from Dosemeter Reading to Air Kerma for Nuclear 

Worker using Anthropomorphic Phantom for Further Conversion from Air 

Kerma to Organ-Absorbed Dose. Radiat Prot Dosimetry. 189(3), 371-383, 

2020.  

④ Estimation of Photon Energy and Direction Distributions at Japanese 

Nuclear Power Plants Based on Literature Survey for J-EPISODE Study. 

Radiat Prot Dosimetry. 190(4), 372-391, 2020. 

⑤ 白血病を対象とした各国の放射線業務従事者および原爆被爆者の疫学研究の概

要. Jpn. J. Health Phys. 55, 215-225, 2020.（日本 NUS との共同執筆） 

⑥ A Comprehensive Risk Comparison Between Lifestyle, Socio-Economic 

Status, and Radiation by Multiple Imputation and Poisson Regression: A 

Cohort Study of Cancer Mortality in a Japanese Epidemiological Study on 

Low-Dose Radiation Effects (J-EPISODE). Health Phys.（投稿中） 

⑦ Summary of Radiation Epidemiological studies in Japan. J. Radiat. Prot. Res.

（日韓豪共同学術雑誌：Journal of Radiation Protection and Research からの

依頼執筆、投稿中） 

 

５．３ ニュースレター           【巻末参考資料 １０２～１０３頁 参照】 

   

2015 年度から開始した新たな疫学調査計画に基づく調査協力者へのインフォームド・
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コンセントにより、約 8 万 2 千人の方から調査協力の同意を得た。 

このインフォームド・コンセントの際に、事業の進捗状況について適宜お知らせすると

説明していたことから、第Ⅵ期調査（2015 年度～2019 年度）に行った調査協力依頼と、

生活習慣調査の結果を取り纏めて、2020 年度に「ニュースレター」（見開き 6 面）として

調査にご協力いただける方に送付した。 

送付人数は第Ⅵ期の 5 年間の間に亡くなられた方、新たな住所が確認できなかった方

（福島で長期に亘り避難していることにより、住所不明になった方など）を除いた 8 万

380 名であった。 

ニュースレターを受け取った人からは住所変更の申し出（69 件）、現在の健康状態の申

告等（43 件）、調査協力の撤回などの申し出（22 件）などがフリーダイヤル、または E

メールに寄せられた。 

同意撤回の申出を行った人には直筆での「同意書」を頂いていることから、同意撤回が

本人からの申し出であることを確認するため、「同意撤回書」を送付し、直筆で氏名等を

記入していただくとともに、公的身分証明書（自動車運転免許証（返納した場合は運転経

歴証明書）、旅券（パスポート）、写真付住民基本台帳カード）の写しを添付して返送して

いただき、同意書に記入された氏名との筆跡との照合等を行い、対象者リストから削除し

た。 

 

５．４ 第Ⅵ期調査シンポジウム           【巻末参考資料 １０４頁 参照】 

 

令和 2 年（2020）12 月 11 日に、放射線影響協会シンポジウム 2020「低線量放射線

による人体への影響に関する疫学的調査（第Ⅵ期調査）成果報告会」を開催した。本報

告会は新型コロナウィルスの影響により、Web 形式での開催となり、事前登録者数 120

名、当日参加者数 105 名（参加率 87.5%）、質問者数 11 名、質問数 42 件であった。 

  

開会 

シンポジウム冒頭、放影協理事長の佐々木康人より開会の挨拶があり、引き続き原子

力規制委員会・原子力規制庁 放射線防護企画課の田中桜企画官より、1990 年から今日

まで続く本疫学調査への期待、今回のシンポジウムの位置付け、そして参加者からの忌

憚のないご意見を求めるとの挨拶があった。 

 

報告講演 

第Ⅵ期調査の報告講演として、協会から三つの発表を行った。 

一つ目の発表は当センターの三枝から「第Ⅵ期調査の概要」と題して、第Ⅵ期調査に

おいて 30 年ぶりに定められた新たなコホートの設定方法とその特徴について報告を行

った。引き続き工藤より「新コホートの特性 －交絡の観点から－」と題して、新たなコ

ホートを用いた交絡因子分析の結果についての報告と、疫学調査に伴う様々な誤差の除

外についての解説を行った。最後に古田より「J-EPISODE における臓器吸収線量再構



 

23 
 

築」と題して、第Ⅵ期調査期間において算出された臓器吸収線量の位置付けと算出方

法、本調査における今後の利用についての報告を行った。 

 

招待講演 

報告講演に引き続き、当協会の放射線疫学調査あり方検討会フォローアップ委員会委

員長である吉村健清・産業医科大学名誉教授および放射線疫学調査研究評価委員会委員

長である祖父江友孝・大阪大学大学院 医学研究系研究科 環境医学 教授による招待講演

が行われました。 

吉村氏からは「放射線業務従事者疫学調査の生活習慣調査の意義」と題して、様々な

事例に基づいて疫学調査のあり方とその意義についての解説があり、さらに観察期間が

長期でかつ生活習慣調査が行われている本疫学調査の重要性についての説明があった。

また、祖父江氏からは「がん登録データの利活用」というタイトルで、J-EPISODE が

2019 年から利用を始めたがん罹患データの提供を受けている全国がん登録制度の仕組

み、その有利性などについて、前身の地域がん登録からの設立の経緯を含めて紹介があ

った。 

  

閉会 

全講演終了後、当協会の猪飼・常務理事よりまとめの挨拶と参加者への感謝が述べら

れた。 
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１．調査活動 

表１．１ 住民票の写し等の交付請求及び交付の状況（都道府県別）   （本文 6 頁参照） 

  請求 回答 取得率(%)
都道府県名 市区町村数 a.件数 b.住⺠票写し c.転出 d.死亡 e.該当者なし f.不交付

（転出） （死亡）
北 海 道 63 660 592 46 21 1 0 99.8
青 森 26 431 376 50 5 0 0 100.0
岩 手 16 58 54 4 0 0 0 100.0
宮 城 32 648 589 39 19 1 0 99.8
秋 田 17 83 78 2 3 0 0 100.0
山 形 15 38 36 1 1 0 0 100.0
福 島 45 2,005 1,864 105 35 1 0 100.0
茨 城 40 3,005 2,826 82 96 1 0 100.0
栃 木 19 100 88 9 3 0 0 100.0
群 馬 17 102 94 6 2 0 0 100.0
埼 玉 62 501 464 26 11 0 0 100.0
千 葉 50 750 696 35 18 1 0 99.9
東 京 52 1,612 1,467 108 36 1 0 99.9
神 奈 川 54 2,811 2,605 108 98 0 0 100.0
新 潟 33 1,258 1,179 46 32 1 0 99.9
富 山 14 206 198 4 4 0 0 100.0
石 川 16 269 242 15 12 0 0 100.0
福 井 17 1,866 1,732 92 42 0 0 100.0
山 梨 15 41 37 3 1 0 0 100.0
長 野 33 121 113 5 3 0 0 100.0
岐 阜 27 140 135 3 2 0 0 100.0
静 岡 41 1,364 1,264 66 34 0 0 100.0
愛 知 64 829 756 49 24 0 0 100.0
三 重 22 269 250 8 11 0 0 100.0
滋 賀 14 165 158 4 3 0 0 100.0
京 都 府 31 604 562 13 29 0 0 100.0
大 阪 府 71 1,344 1,237 53 54 0 0 100.0
兵 庫 45 2,385 2,218 78 89 0 0 100.0
奈 良 24 158 149 4 5 0 0 100.0
和 歌 山 12 84 79 2 3 0 0 100.0
鳥 取 15 133 127 1 5 0 0 100.0
島 根 13 502 470 18 14 0 0 100.0
岡 山 25 365 337 11 17 0 0 100.0
広 島 27 772 731 10 31 0 0 100.0
山 口 18 370 342 5 22 1 0 99.7
徳 島 16 55 50 4 1 0 0 100.0
香 川 16 244 228 12 4 0 0 100.0
愛 媛 19 657 622 23 12 0 0 100.0
高 知 17 63 59 3 1 0 0 100.0
福 岡 66 1,207 1,092 67 48 0 0 100.0
佐 賀 19 539 495 29 15 0 0 100.0
長 崎 18 353 327 14 12 0 0 100.0
熊 本 31 139 127 7 5 0 0 100.0
大 分 15 137 124 10 3 0 0 100.0
宮 崎 15 94 86 1 7 0 0 100.0
鹿 児 島 27 349 323 15 10 1 0 99.7
沖 縄 23 94 86 5 3 0 0 100.0

合計 1,367 29,980 27,764 1,301 906 9 0 99.97

(b.+c.+d.)/a.
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表１．２ 生死追跡状況の詳細 

（令和 3年 3 月現在） 

 群注-1 登録時期注-2 
生死追跡調査の 
開始時期  

人数 
(男 女) 

生死追跡状況の内訳 

追跡結果 人数 (男 女) 

 

A-1 昭和 63 年度以前 平成 3 年度以降 114,900 生存   36,308 ( 36,307 1) 

   

( 114,898 2) 死亡   24,622 ( 24,622 0) 

 
脱落   53,970 ( 53,969 1) 

住所情報無し  0 ( 0 0) 

 

A-2 昭和 63 年度以前 平成 7 年度以降 62,609 生存   3,305 ( 3,304 1) 

   

( 62,608 1) 死亡   2,628 ( 2,628 0) 

 
脱落   27,676 ( 27,676 0) 

住所情報無し  29,000 ( 29,000 0) 

 

B 昭和 63 年度以前 平成 8 年度以降 4,074 生存   1,166 ( 1,166 0) 

   

( 4,074 0) 死亡   348 ( 348 0) 

 
脱落   1,955 ( 1,955 0) 

住所情報無し  605 ( 605 0) 

 

E 昭和 63 年度以前 平成 8 年度以降 4,296 生存   734 ( 576 158) 

   

( 2,779 1,517) 死亡   339 ( 269 70) 

 
脱落   1,641 ( 1,082 559) 

住所情報無し  1,582 ( 852 730) 

 

C 平成 1～6 年度 平成 8 年度以降 57,861 生存   14,981 ( 14,814 167) 

   

( 57,345 516) 死亡   5,278 ( 5,266 12) 

 
脱落   33,394 ( 33,139 255) 

住所情報無し  4,208 ( 4,126 82) 

 

D 平成 7～10 年度 平成 11 年度以降 33,388 生存   9,104 ( 8,933 171) 

 

（燃料加工事業者の

みの従事者及び女

子） 
 

( 32,855 533) 死亡   1,800 ( 1,790 10) 

 
脱落   21,633 ( 21,320 313) 

住所情報無し  851 ( 812 39) 

 

F 平成 11 年度以降 平成 30 年度以降 14,853 生存   14,457 ( 14,118 339) 

 

（意思確認調査にお

ける新規調査対象

者） 
 

( 14,507 346) 死亡   33 ( 33 0) 

 
脱落   363 ( 356 7) 

住所情報無し  0 ( 0 0) 

 
 

合計   291,981 生存   80,055 ( 79,218 837) 

   

(289,066 2,915) 死亡   35,048 ( 34,956 92) 

 

脱落  140,632 ( 139,497 1,135) 
（脱落の内訳）  
初回追跡時脱落注-3  24,655 ( 24,365 290 ) 
住所不明等注-4  9,987 ( 9,941 46 ) 
不同意注-5  12,480 ( 12,292 188 ) 
郵便不達注-6  732 ( 732 0 ) 
IC 不同意注-7  13,122 ( 13,006 116 ) 
IC 郵便不達注-8  1,185 ( 1,164 21) 
IC 未回答等注-9  77,803 ( 77,332 471) 
不交付注-10  668 ( 665 3 ) 

    住所情報無し注-11  36,246 ( 35,395 851) 

注-1 第Ⅰ期放射線疫学調査解析対象: A-1 
 第Ⅱ期放射線疫学調査解析対象: A-1、A-2、B、E 及び C 
 第Ⅲ期、第Ⅳ期及び第Ⅴ期放射線疫学調査解析対象: A-1、A-2、B、E、C 及び D 
 第Ⅵ期及び第Ⅶ期放射線疫学調査解析対象: A-1、A-2、B、E、C, D 及び F 

注-2 放射線業務従事者として登録された時期 

注-3 原子力事業者等から入手した住所情報に基づいて初めて行う住民票の写し等の請求において、該当者なし、除票の保存期間経過、職権消
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除等の理由で、住民票の写し等を取得できずに脱落した調査対象者の数 

注-4 一旦、住民票の写し等を取得した後の再調査において、該当者なし、除票の保存期間経過、職権消除、海外転出等の理由により脱落した

調査対象者の数 

注-5 第 2 次交絡因子調査又は「説明と同意の確認」調査において、調査対象者となることに同意しない旨の回答をした者の数 

注-6 「説明と同意の確認」調査において、郵送した説明資料が不達となり最終的な意思の確認がなされなかった者の数 

注-7 「意思確認調査」において不同意の意思を表明した者の数 

注-8 「意思確認調査」において、郵送した説明資料が不達となり最終的な意思の確認がなされなかった者の数 

注-9 「意思確認調査」において回答がなかった者、回答に不備等があり最終的な意思の確認がなされなかった者等の数 

注-10 市区町村の協力を得られなかったこと等により、住民票の写し等を取得できなかった調査対象者の数 

注-11 原子力事業者から住所情報を入手できなかったため、当初から住民票の写し等の取得による生死追跡調査の対象とならなかった者の数 

   （本文 8 頁参照） 
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２．がん罹患情報の取得 

２．１ リンケージ（照合）の方法 

照合作業はNCCで⾏われる

全国がん登録DB
レコード単位＝がん

J-EPISODE  DB
レコード単位＝⼈

外部照合レコード
カナ⽒名
⽣年⽉⽇
性別
住所（住⺠票住所履歴）
疫学調査ID

︓
線量情報

全国がん登録DB
カナ⽒名
⽣年⽉⽇
性別
住所（初診時住所、
その他住所情報）

︓
がん罹患情報

照合できた場合は、がん罹
患情報が付加されて戻って
くる

男 77,993⼈
⼥ 805⼈

約26万レコード

同じがん罹患に
ついて複数の

レコードがマッチ

放射線影響協会国⽴がん研究センター

 

図２.１ 全国がん登録 DB のレコードと J-EPISODE DB のレコードのリンケージ 

 

２．２ リンケージ（照合）の結果 

照合結果(2016年)
マッチしたレコード数 2146

がん罹患症例数 906 (M 899, F 7)
同⼀⼈の同⼀症例を重複排除

悪性新⽣物罹患数 684
(統計対象区分、解析対象集団
男性）

第⼀原発がん罹患数 669
(解析対象集団男性）

全国がん登録DBとのリンケー
ジ⽅法等の評価

コホート研究のエンドポイント

がん罹患の症例から次を除外
 上⽪内がん
 統計対象区分外

解析対象集団男性の抽出
 ⼥性を除外
 ⽣活習慣情報が⽋落したレコー

ドの除外

 
   (注)上記の数値は、全国がん登録法に基づき非匿名化情報の提供を受け、独自に 

作成・加工したものである。 

 

図２.２ リンケージの結果 (2016 年) 
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３．疫学調査事業の課題と解析方針の検討 
３．１ 調査における緊急作業者の取扱い方針の検討 

第Ⅴ期 204,103人

第Ⅵ期 77,993人

64,021 13,992

緊急作業者(**)

1,1512,917

第Ⅵ期に含まれる緊急作業者4,068(*)

(*) ここでは、福島第一原発構内で2010‐2015年度緊急作業線量記録がある者と
定義した。
なお、2010‐2011年度線量>0の者は3681人。
(**)厚生労働省が把握している緊急作業者は約2万人。

 
図３.１ J-EPISODE に含まれる緊急作業者 

 

緊急時の線量限度とその適用

Ｈ２２年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

３．１１

Ｈ２３年度

12.16
ステップⅡ(注）終了

緊急時の線量限度

250mSv

特定高線量作業者について １００ mSv

緊急時の線量限度

通常時の線量限度

（約５０人のみ4/30まで延長）

50mSv／年かつ１００ｍSv（～H27年度までの5年間）

限度①

限度②

緊急作業で１２０ｍSv
従事者解除 H27年度末まで作業に従事できない

緊急作業で４０ｍSv 限度①が適用される （50mSv/年かつH27まで残り６０ｍSv)

適用例

線量限度

《 参考 》

2010 2011 2015

(注)原子炉の冷温停止状態

 

 

図３.２ 緊急時の線量限度とその適用 
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表３.１ 緊急作業者を第Ⅵ期コホートから除外した場合の累積線量分布への影響 

• 仮に、緊急作業者を第Ⅵ期コホートから除外すると、コ
ホートサイズが77,993人から73,925人へと5.2%減少するの
で、解析に必要な人年の蓄積に要する期間が長くなる。

• コホート全体の累積線量分布に比べると、緊急作業者は
高線量の者が多いので、緊急作業者を除外すると、高線
量群のウェイトが相対的に小さくなる。

2018年度末累積線量分布

人数 0 mSv <5 5- 10- 20- 50- 100+

第Ⅵ期コホート 77993 28.8% 34.5 8.6 9.0 10.2 5.3 3.6 

緊急作業者を除外 73925 30.2% 35.3 8.5 8.7 9.4 4.7 3.1

 
表３.２ 緊急作業者を第Ⅴ期コホートから除外した場合のリスク係数への影響（試算） 

• 試算として、第Ⅴ期の観察期間を1991‐2012年とした追加
解析（204,104人）から、緊急作業該当者を除外した集団
(198,552人）について同様にリスク分析を行うと、全がん死
亡(白血病を除く)のERR/Svは1.31から1.57へと20％増加し、
リスク係数への影響が大きい。

対象 観察期間 死亡 ラグ ERR/Sv、 90%CI

第Ⅴ期コホート
N=204,104

1991-2012年 8757 10年 1.37  (0.64, 2.10)

緊急作業者を除外
N=198,552

1991-2012年 8757 10年 1.57 (0.83, 2.31)
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表３.３ 緊急作業線量を通常作業線量に加算した場合の影響分析（簡便化のための仮定） 

第Ⅵ期対象者77,993人に関する、2010-2015年度の緊
急作業線量のうち外部線量を、通常作業線量（外部線
量）に加算した。

福島第一原発構内の2010-2011年度は内部被ばくを含
むので、公文データから集計した内部線量割合を利用
して、個人別緊急作業線量を外部・内部線量に分割推
計した。

福島第一原発構外は外部線量のみと仮定した。

 

 

• 中登への定期線量報告では、実効線量（外部・内部線量
の合算）のみが報告されている。

• 一方、東電公表資料からは、内部被ばくは2010‐2011年度
にみられることが確認できた。

線量区分 2009
年度

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

通常線量

緊急線量福島
第一原発構内

緊急線量福島
第一原発構外

外部被ばく内部被ばく

2010‐2015年度の緊急線量
（外部線量）を通常線量に加算

 
 

図３.３ 緊急作業線量の外部・内部線量の概念図 
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• 第Ⅵ期解析対象者77,993人の累積線量分布を、(A)通常作業線量の
みと、(B)通常作業線量＋緊急作業線量（外部線量）で比較した。

• 累積線量分布の違いはほとんど見られない。

累積線量分布 (%)

線量区分
(mSv)

A
B(内部線量

含む)
B（外部線量

のみ）

0 28.8 28.7 28.7

<5 34.5  34.1  34.3

5‐ 8.6  8.4  8.5

10‐ 9.0  8.8  8.9

20‐ 10.2  10.1  10.2

50‐ 5.3  5.8  5.6

100+ 3.6  4.1  3.8

線量区分

累
積
線
量
分
布

 
図３.４ 緊急作業線量を通常作業線量に加えた場合の 2018 年度末累積線量分布 

• 第Ⅵ期解析対象者77,993人の通常作業線量(1957‐2018年

度）と緊急作業線量(2010‐2015年度）を集団線量（人・Sv）
でみると、総被ばく線量に占める緊急作業線量の割合は
6.4%であった。

1205
(93.6%) 

83
(6.4%) 

通常作業線量
1957‐2018

緊急作業線量
2010‐2015

(人・ Sv)

 
図３.５ 緊急作業線量を通常作業線量の集団線量の比較 
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表３.４ 緊急作業線量を通常作業線量に加えた場合のリスク係数への影響（試算） 

線量 観察期間 死亡 ラグ ERR/Sｖ、 90%CI

通常作業線量

1991年から
2010年まで

7929 10年 1.20  (0.43, 1.96)

2010年まで 7929 0年 0.80  (0.15, 1.46)

2012年まで 8757 0年 (A)   0.96  (0.34, 1.58)

通常作業線量＋
緊急作業線量(*)

2012年まで 8757 0年 (B)   0.95  (0.33, 1.58)

(*)緊急作業線量は内部被ばく線量を含む

• 全がん死亡（白血病を除く）

• N=204,103人（観察期間1991‐2010年）
N=204,104人（同1991‐2012年）

(A)shi

• 緊急作業線量（内部被ばくを含む）を通常作業線量に加えても、
リスク係数への影響はほとんどみられない。  

 

（参考）累積線量のラグ 

放射線の影響ががん死亡として観察されるまでには、潜伏期間がある。 

そのため、固形がんのリスク解析では一般に被ばくから死亡までに 10 年 

の時間差（ラグ）があると仮定し、ある年までの死亡リスクを評価する際 

には、遡った 10 年前までの累積線量を用いて解析を行う。 

なお、表３.４において緊急作業線量を加えた場合と除いた場合のリスク 

係数を比較した試算では、累積線量にラグ 10 年を設定すると、 

緊急作業線量が 2012 年までの観察期間を外れることから、(A)および(B) 

ではラグ 0 年に設定した。 
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３．２ 調査集団の設定方法と解析方法の検討 

 

 

図３.６ マッチング前後の線量群別出生年割合、喫煙割合 

 

 

 

図３.７ マッチングとモデルによる調整との ERR/Sv の比較 
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図３.８ 変数、項目ごとの白血病を除く全がん死亡率 

 

 

 

図３.９ 補完前後の喫煙、教育年数の分布割合 
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表３.５ 第Ⅴ期コホート 204,103 人における白血病を除く全がんの ERR/Sv 

 

調整項目 ERR/Sv (90%信頼区間) 減少割合 

年齢、暦年、地域 1.13 (0.37, 1.89) － 

＋喫煙 0.69 (–0.04, 1.41) 39％ 

＋教育年数 0.94 (0.19, 1.70) 17％ 

＋喫煙、教育年数 0.57 (–0.15, 1.30) 50％ 

 

 
図３.１０ 新コホートにおける喫煙、教育年数の状況 

 

 
図３.１１ 新コホートにおける全がん罹患の検出力 

           （全がん罹患の放射線リスクを ERR/Sv=0.35 と仮定） 
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図３.１２ 新コホートにおける全がん罹患の標準誤差 

        （全がん罹患の放射線リスクを ERR/Sv=0.35 と仮定） 
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４．国内外への情報発信 

４．１ 学会発表 

 

（１）第 93 回日本産業衛生学会、Web 開催 2020.5.13 
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（２）日本保健物理学会第 53 回研究発表会、Web 開催 2020.6.29 
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（３）日本保健物理学会第 53 回研究発表会、Web 開催 2020.6.29 
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（４） 日本保健物理学会第 53 回研究発表会、Web 開催 2020.6.29  
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（５） 日本保健物理学会第 53 回研究発表会、Web 開催 2020.6.29 
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（６） 日本放射線影響学会第 63 回大会、Web 開催 2020.10.15 
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（７） 日本放射線影響学会第 63 回大会、Web 開催 2020.10.15 
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（８） IRPA 15、Web 開催 2021.1.18 
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（９） IRPA 15、Web 開催 2021.1.18 

 

 



 

 

49 
 

（１０） 第 31 回日本疫学会学術総会、Web 開催 2021.1.27 
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４．２ 論文発表 
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